
令和年月日 金曜日 第号官 報

医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
六
十
八
号

医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
並
び
に
」
を
削
り
、「
第
三
十
条
の
十
六
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三

十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十

条
の
十
五
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、「
第
三
十
条
の
十
六
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
並
び
に

第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄



MRQSX
テキスト ボックス
（別添１）



医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
二
の
二

（
略
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
慺
第娣

三
十
条
の
三
十
三
の
十
四

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
）

第
四
章
の
二
の
三

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
二
慺
第娣

三
十
条
の
三
十
三
の
十

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
八
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
並
び
に
同
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
条
の

十
八
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之



MRQSX
テキスト ボックス
（別添２）



第
四
章
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
慺
第
三
十
条
の
三
十

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

三
の
十
九

娣
娣
娣
娣
娣
）

第
四
章
の
三

医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
慺
第
三
十
条
の
三
十

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

三
の
十
五

娣
娣
娣
娣
娣
）

第
五
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
五
章
〜
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
）

（
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
の
求
め
）

第三十条の二十七の二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
若
し
く
は

娣
娣
娣
娣
娣
管
理
者
又
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
一
項
に
規
定
す
る
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

十
三
の
十
三
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
。）若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

項
に
規
定
す
る
無
床
診
療
所
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三
に
お
い

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

て
「
無
床
診
療
所
」
と
い
う
。）の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
又
は
娣娣娣

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
こ
れ
ら
を

娣
娣
娣
娣
娣
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と

い
う
。）を
経
由
し
て
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
規

定
す
る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
三
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
十
一
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者
に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。

第三十条の二十七の二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
三
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は
娣娣娣
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
三
十
三
の
六

第
二
項
に
規
定
す
る
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
、
同
項
娣娣娣
に
規
定
す

る
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
又
は
同
条
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
に
よ
り
受
託
者

に
報
告
さ
れ
た
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第三十条の三十二の三

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第三十条の三十二の三

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」と
い
う
。）が
、

医
療
計
画
（
当
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
（
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連

携
推
進
法
人
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。）が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。）の
属
す
る
都
道

府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。）に
お
い
て
定
め
る
同
条
第
二

項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
八

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」

と
い
う
。）の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

法
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
申
請
」と
い
う
。）が
、

医
療
計
画
（
当
該
申
請
を
行
つ
た
参
加
法
人
（
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
参
加
法
人
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
六
章
に
お
い
て
同
じ
。）を
社
員
と
す
る
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連

携
推
進
法
人
（
以
下
単
に
「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
」
と
い
う
。）が
定
款
に
お
い
て
定
め
る
法
第
七
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
区
域
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進
区
域
」
と
い
う
。）の
属
す
る
都
道

府
県
が
法
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
も
の
を
い
う
。）に
お
い
て
定
め
る
同
条
第
二

項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
お
い
て
単
に
「
地
域
医
療
構
想
」

と
い
う
。）の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

（
病
床
機
能
報
告
の
方
法
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
報
告
方
法
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第三十条の三十三の六

病
床
機
能
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
方
法

に娣
よ
り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
行
う
も
の
と
す
る
。

第三十条の三十三の六

病
床
機
能
報
告
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
方
法

よ
り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
に

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
病
床
機
能
報
告
の
公
表
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
報
告
の
公
表
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第三十条の三十三の八

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第三十条の三十三の八

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
外
来
機
能
報
告
の
方
法
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
の
規

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

定
に
基
づ
い
て
行
う
報
告
及
び
無
床
診
療
所
の
管
理
者
が
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

て
行
う
報
告
（
次
項
に
お
い
て
「
外
来
機
能
報
告
」
と
い
う
。）は
、厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
一
年
に
一
回
、
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
う
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

一娣

フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二娣

レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

２娣

前
項
第
一
号
の
「
フ
ァ
イ
ル
等
に
記
録
す
る
方
法
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委
託
を
受
け
て
外
来
機
能
報

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

告
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
管
理
及
び
集
計
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

と
い
う
。）を
経
由
す
る
方
法
（
こ
の
場
合
に
お
け
る
受
託
者
へ
の
報
告
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。）を
い
う
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

イ娣

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

ロ娣

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

ハ娣

書
面
を
交
付
す
る
方
法

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

３娣

第
一
項
第
二
号
の
「
レ
セ
プ
ト
情
報
に
よ
る
方
法
」
と
は
、
受
託
者
を
経
由
す
る
方
法
（
こ
の
場
合
に
お
け

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
受
託
者
へ
の
報
告
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

一
項
に
規
定
す
る
レ
セ
プ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
同
令
第
一
条
第
一
項
及
び

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
を
活
用
し
て
行
わ
れ
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

も
の
と
す
る
。）を
い
う
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
外
来
医
療
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

外
来
医
療
は
、
そ
の
提
供
に
当
た
つ
て
医
療
従
事
者
又
は
医
薬
品
、
医
療
機
器
そ
の
他
の
医
療
に
関
す
る
物
資

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
重
点
的
に
活
用
す
る
入
院
医
療
と
連
続
し
て
同
一
患
者
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
外
来
医
療
そ
の
他
の
厚
生
労

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

働
大
臣
が
定
め
る
外
来
医
療
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

（
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

で
定
め
る
事
項
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
法
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
外
来
機
能
報
告
対
象
病
院
等
又
は
当
該
無
床
診

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

療
所
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
外
来
医
療
（
前
条
に
規
定
す
る
外
来
医
療
を
除
く
。）の
実
施
状
況
に
係
る
事
項
並

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

び
に
人
員
の
配
置
及
び
医
療
機
器
等
の
保
有
状
況
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

（
外
来
機
能
報
告
の
公
表
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
四

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
三
項
及
び
第
三
十
条
の
十
八
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
十
条
の
十
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
十
八
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
一

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
六

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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４

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
医
師
の
確
保
に
関

す
る
事
項
の
実
施
に
必
要
な
事
項
と
し
て
、
医
業
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
（
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

て
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
所
属
す
る
医
師
以
外
の
医
師
を
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
お

い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
と
し
て
診
療
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
を
い
う
。）に
関
す
る
こ
と
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
行
う
も
の
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

４

都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
医
師
の
確
保
に
関

す
る
事
項
の
実
施
に
必
要
な
事
項
と
し
て
、
医
業
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
（
一
の
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い

て
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
所
属
す
る
医
師
以
外
の
医
師
を
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
。
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
に
お

い
て
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派
遣
労
働
者
と
し
て
診
療
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
を
い
う
。）に
関
す
る
こ
と
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
行
う
も
の
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
七

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
〜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
九

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣
〜
第
三
十
条
の
三
十
三
の
十
五

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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